
２００８年１２月２５日 

                                                     ＤＯＷＡホールディングス株式会社 

ＤＯＷＡニュース 

 

 

 

 

 

 当社（東京都千代田区外神田４丁目１４番１号 資本金：３６４億円 社長：河野 正樹）は、

本日開催の取締役会において、会社法４５９条第１項および定款の規定に基づき、自己株式取得に

かかる事項を以下のとおり決議いたしましたので、お知らせします。 

 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

平成２０年１１月に発表した中期経営計画の施策などでの自己株式の活用を図るため 

 

２．取得に関する事項の内容  

(１)取得方法 信託方式による市場買付け 

(２)取得対象となる株式の種類 当社普通株式 

(３)取得しうる株式の総数 １０，０００，０００株（上限） 

 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 ３．３％） 

(４)株式の取得価額の総額 ３，０００百万円（上限） 

(５)取得期間 平成２１年２月１０日～平成２１年３月２４日（約定ベース） 

 

３．その他 

・当社は、１０月以降の事業環境の変化が急激であるため、現時点では下期の業績予想が 

困難な状況です。今後、必要が生じたときは、修正発表を行います。 

・当社は、平成２１年２月９日に第３四半期の決算発表を予定しているため、買付開始の 

時期を決算発表ののちとしております。 

  

（ご参考）平成２０年９月３０日における自己株式の保有数 

 発行済株式総数（自己株式を除く） ３０３，７５８，４３３株 

 自己株式数 ３２，３７６株 
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